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序
論

共
同
正
犯
を
め
ぐ
る
問
題
状
況

本
稿
は
、
共
同
正
犯
の
効
果
と
さ
れ
て
い
る
「
一
部
実
行
の
全
部
責
任
」
に
関
し
て
、
批
判
的
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
立
法
者
が
そ
の
概
念
を
否
定
し１

）、
文
言
上
も
お
よ
そ
読
み
込
む
の
が
困
難
と
思
わ
れ
る
、
共
謀
共
同
正
犯
論
が
既
に

判
例
及
び
学
説
に
定
着
し
て
お
り２

）、
そ
れ
故
、
本
来
、
刑
法
六
〇
条
が
予
定
し
て
い
る
共
同
正
犯
を
実
行
共
同
正
犯
と
呼
ぶ
事
態
が
生
じ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
前
に
し
て
、
改
め
て
、
共
同
正
犯
の
効
果
で
あ
る
「
一
部
実
行
の
全
部
責
任
」
を
論
じ
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の

意
義
が
あ
る
の
か
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
共
同
正
犯
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
論
じ
る
べ
き
点
も
多
い
。

一
部
実
行
の
全
部
責
任
」
が
妥
当
す
る
典
型
例
は
、
Ａ

と
Ｂ
が
Ｏ
か
ら
金
品
を
奪
う
こ
と
に
つ
き
意
思
を
通
じ
て
、
Ａ
が
Ｏ
を
羽
交
い
締
め
に
し
て
い
る
間
に
、
Ｂ
が
Ｏ
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
財
布
を

奪
取
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
Ａ
と
Ｂ
の
双
方
に
Ｏ
に
対
す
る
強
盗
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
点
に
つ
い
て
は
異
論
が
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
と
Ｄ
が
Ｐ
を
殺
害
す
る
こ
と
に
つ
き
意
思
を
通
じ
た
上
、
両
者
が
同
時
に
Ｐ
に
向
け
て
発
砲
し
、
い
ず
れ
か
の
弾

丸
が
Ｐ
に
命
中
し
て
Ｐ
が
死
亡
し
た
場
合
（
Ｃ
・
Ｄ
い
ず
れ
の
弾
丸
が
命
中
し
た
か
不
明
の
場
合
、
及
び
、
Ｃ
の
弾
丸
の
み
が
命
中
し
た
と

判
明
し
た
場
合
、
な
い
し
は
、
そ
の
逆
の
場
合
）、
Ｃ
と
Ｄ
の
双
方
に
Ｐ
に
対
す
る
殺
人
罪
の
共
同
正
犯
を
成
立
さ
せ
る
の
が
一
般
的３

）で
あ

る
が
、
こ
れ
が
「
一
部
実
行
の
全
部
責
任
」
の
効
果
と
し
て
説
明
可
能
な
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い４

）。

そ
も
そ
も
「
一
部
実
行
の
全
部
責
任
」
と
は
ど
こ
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
な
の
か５

）。
共
同
正
犯
の
場
合
と
全
く
行
為
事
情
及
び
行
為
態
様
を

同
じ
く
す
る
同
時
犯
と
の
対
比
に
お
い
て
、
両
者
の
差
異
を
決
定
づ
け
る
の
は
何
か
。
共
同
加
功
の
意
思
が
こ
の
帰
結
を
導
出
し
う
る
の

か６
）。こ

れ
ら
の
点
に
つ
き
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
と
の
比
較
法
的
考
察
を
行
う
。
日
本
の
共
同
正
犯
の
現
行
規
定
は
、
旧
刑
法
第
一
〇

四
条７

）を
基
本
的
に
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
り８

）、
旧
刑
法
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
い
て
、
共
同
正
犯
論
が
ど
の
よ
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う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
上
記
問
題
を
解
決
す
る
際
に
、
有
益
な
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
共
同
正
犯
概
念
を
め
ぐ
る
学
説
及
び
判
例
の
動
向
を
概
観
し
た
上
で
、

一
部
実
行
の

全
部
責
任
」
の
射
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅰ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
共
同
正
犯
概
念

一

共
同
正
犯
と
共
犯
の
区
別

フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
共
同
正
犯
の
規
定
を
も
た
な
い９

）。
そ
の
一
方
で
、
学
説
で
は
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
が
強
調
さ
れ
、
共
同
正
犯
と
単
独

正
犯
の
間
に
差
異
を
認
め
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
れ
故
、
共
同
正
犯
論
と
い
う
形
で
独
自
の
対
象
領
域
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
共

同
正
犯
を
め
ぐ
る
議
論
自
体
、
総
じ
て
低
調
で
あ
る
。

か
ろ
う
じ
て
議
論
が
あ
る
の
は
、
共
同
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
両
者
の
区
別
の
実
益
は
、
原
則
的
に
は
、
共
犯
者

が
、
借
用
さ
れ
た
犯
罪
性
し
か
も
た
な
い
の
に
対
し
て
、
共
同
正
犯
者
が
、
自
己
に
固
有
の
、
他
の
関
与
者
か
ら
独
立
し
た
犯
罪
性
を
も
つ

と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る10

）。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
と
し
て
、
伝
統
的
に
犯
罪
性
借
用
説11

）が
支
持
さ
れ
て
き
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
は
、
第

五
九
条
で
「
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
共
犯
は
、
そ
の
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
正
犯
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。
但
し
、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い12

）」
と
定
め
て
お
り
、
一
般
的
に
、
判
例
及
び
学
説
に
よ
っ
て
、
同
条
は
刑
罰
の
借
用
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
犯

罪
性
借
用
説
を
採
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。

犯
罪
性
借
用
説
と
は
、
共
犯
行
為
は
固
有
の
犯
罪
性
を
も
た
ず
、
正
犯
行
為
の
犯
罪
性
を
借
用
し
て
は
じ
め
て
処
罰
さ
れ
う
る
と
す
る
理
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論
で
あ
る
。
新
刑
法
典
は
、
第
一
二
一

六
条
で
「
第
一
二
一

七
条
の
意
味
に
お
け
る
犯
罪
の
共
犯
者
は
、
正
犯
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
る13

）」

と
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
の
下
で
も
犯
罪
性
借
用
説
が
維
持
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
多
数
を

占
め
て
い
る14

）。

こ
の
よ
う
に
、
犯
罪
性
借
用
説
を
前
提
と
し
て
考
え
た
場
合
、
共
同
正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
、
当
該
行
為
の
犯
罪
性
の
有
無
に
直
結
す

る
。
と
は
い
え
、
共
同
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
関
し
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
の
大
半
は
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
一
般15

）に
関
す
る
も
の
で
、
共

同
正
犯
固
有
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
正
犯
と
共
犯
を
区
別
す
る
実
益16

）と
し
て
従
来
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
主
に
、
①
違
警
罪
の
共
犯

は
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
た
点
、
②
行
為
者
の
複
数
性
が
加
重
事
情
と
な
る
場
合
で17

）、
こ
の
場
合
の
行
為
者
は
正
犯
者
を
指
す
と
解
さ
れ
て
い

た
点
、
③
親
族
相
盗
例18

）に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
る
の
は
正
犯
者
の
み
で
、
共
犯
者
に
は
及
ば
な
い
と
解
さ
れ
る
点
、
④
可
罰
的
な
正
犯
行
為

の
不
存
在
の
故
に
、
共
犯
者
が
処
罰
さ
れ
な
い
場
合19

）の
四
つ
で
あ
る
。

現
行
法
の
下
で
は
、
さ
ら
に
区
別
の
実
益
が
減
少
す
る20

）。
ま
ず
、
①
に
関
し
て
、
新
刑
法
典
に
お
い
て
、
違
警
罪
の
共
犯
で
不
可
罰
な
の

は
幇
助
な
い
し
援
助
形
態
の
共
犯
の
み
で
、
教
唆
、
指
示
の
供
与
等
の
共
犯
類
型
は
違
警
罪
で
も
処
罰
対
象
と
な
っ
た21

）。
ま
た
、
②
に
関
し

て
は
、
加
重
事
情
と
し
て
の
行
為
者
の
複
数
性
に
は
共
犯
者
も
含
む
と
す
る
改
正
が
行
わ
れ
、
こ
の
点
は
、
新
刑
法
典
に
お
い
て
も
引
き
継

が
れ
て
い
る22

）。

他
方
で
、
手
続
法
上
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
実
益
を
失
わ
せ
う
る
実
務
が
定
着
し
て
い
る
。“p

ein
e ju

stifiee”

の
理
論23

）と
は
、

法
令

適
用
の
誤
り
を
含
む
判
決
に
つ
い
て
、
宣
告
刑
が
錯
誤
の
な
か
っ
た
場
合
に
宣
告
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
も
の
と
同
一
の
場
合
、
当
該
刑
罰
を
正

当
（ju

stifiee

）
と
し
て
、
こ
の
判
決
に
対
す
る
破
棄
申
立
を
排
斥
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
正
犯
と
共
犯

の
擬
律
に
錯
誤
が
あ
っ
て
も
、
両
者
の
法
定
刑
が
同
一
で
あ
れ
ば
当
該
刑
罰
は
正
当
と
さ
れ
、
破
棄
申
立
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

論 説
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二

共
同
正
犯
の
定
義

G
U
L
P
H
E

は
、
共
同
正
犯
に
つ
い
て
、
単
独
正
犯
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
共
犯
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い

た
る
と
こ
ろ
で
、
正
犯
者
の
確
定
、
及
び
、
そ
れ
が
複
数
い
る
場
合
に
は
、
共
同
正
犯
者
の
確
定
が
、
同
一
の
態
様
で
行
わ
れ
る
。
正
犯
者

及
び
共
同
正
犯
者
が
物
的
・
客
観
的
に
犯
罪
を
実
行
し
た
こ
と
、
即
ち
、
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
行
為
が
直
接
的
に
可
罰
的
で
あ

る
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
る
。
…
…
共
犯
者
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
正
犯
者
及
び
共
同
正
犯
者
と
異
な
り
、
共
犯
者
の
行
為
が
、
犯
罪
の
実
行
も

構
成
し
な
け
れ
ば
、
共
犯
者
が
関
与
し
た
犯
罪
の
実
行
の
着
手
す
ら
構
成
せ
ず
、
単
に
犯
罪
の
遂
行
に
資
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
、

区
別
さ
れ
る
。
共
犯
者
の
行
為
は
、
従
っ
て
、
そ
れ
自
体
非
難
さ
れ
え
ず
、
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
当
該
行
為
が
正
犯
行
為
と
結

び
つ
い
た
、
正
犯
行
為
の
付
属
物
で
あ
り
、
そ
の
犯
罪
性
を
正
犯
行
為
か
ら
借
用
す
る
が
故
に
で
あ
る24

）」。

B
O
U
L
O
C

は
、
単
独
正
犯
と
共
同
正
犯
の
差
異
を
認
め
ず
、
各
共
同
正
犯
者
の
独
立
性
を
強
調
す
る
。
即
ち
、

他
の
者
と
と
も
に
、
こ

の
者
と
同
じ
く
、
他
人
の
物
を
奪
取
す
る
者
は
、
盗
罪
の
共
同
正
犯
者
で
あ
る
が
、
自
分
自
身
で
奪
取
の
物
的
・
客
観
的
行
為
を
実
行
す
る

こ
と
な
く
、
当
該
奪
取
の
正
犯
者
を
援
助
ま
た
は
幇
助
さ
せ
た
者
は
、
原
則
と
し
て
共
犯
者
で
あ
る
。
…
…
共
同
正
犯
者
は
『
完
全
な
（a

p
a
rt en

tiere

）』
正
犯
者
で
あ
る
以
上
、
そ
の
法
律
上
の
地
位
は
、
共
犯
者
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
共
同
正
犯
者
の
刑
事
責
任
は
、
純
粋
に

個
人
的
な
も
の
で
、
他
の
共
同
正
犯
者
の
そ
れ
に
何
ら
依
存
し
な
い25

）」
と
。

P
U
E
C
H

やV
O
U
IN

も
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
前
面
に
押
し
出
し
、
共
同
正
犯
者
自
身
が
犯
罪
の
全
構
成
要
素
を
充
足
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
。P

U
E
C
H

は
、

理
論
上
、
共
犯
者
と
正
犯
者
の
区
別
は
、
い
か
な
る
論
争
も
引
き
起
こ
さ
な
い
。
即
ち
、
犯
罪
の
構

成
要
素
の
全
て
を
自
ら
実
現
す
る
者
が
正
犯
者
で
あ
り
、
刑
法
第
六
〇
条
に
定
め
ら
れ
た
行
為
の
一
つ
ま
た
は
複
数
に
よ
っ
て
犯
罪
に
故
意

に
関
与
す
る
者
は
共
犯
者
で
あ
る26

）」
と
し
て
、
共
同
正
犯
の
独
自
性
を
否
定
す
る
。
ま
た
、V

O
U
IN

に
よ
れ
ば
、

あ
る
と
き
は
、
同
じ

犯
罪
へ
の
複
数
の
関
与
者
が
、
少
な
く
と
も
、
各
々
が
自
ら
当
該
犯
罪
を
構
成
す
る
物
的
・
客
観
的
行
為
を
実
現
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
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て
、
対
等
の
状
況
で
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
関
与
者
は
全
て
当
該
犯
罪
の
正
犯
者
ま
た
は
共
同
正
犯
者
で
あ
る
。
…
…
あ
る
と
き
は
、
他
方

で
、
幾
人
か
の
関
与
者
が
正
犯
者
に
比
し
て
第
二
次
的
か
つ
副
次
的
役
割
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
自
ら
は
当
該
犯
罪
の
構
成
要
素
を
実
現
し

な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
関
与
者
は
、
も
は
や
共
犯
者
に
す
ぎ
な
い27

）」
と
さ
れ
る
。M

A
Y
A
U
D

も
同
様
に
、

共
同
正
犯
は
、
唯
一
か
つ

同
一
の
犯
罪
の
実
現
に
向
け
て
複
数
人
が
介
入
す
る
場
合
で
あ
る
。
…
…
共
同
正
犯
者
は
、
犯
罪
を
構
成
す
る
全
て
の
こ
と
に
、
同
じ
強
度

で
も
っ
て
関
与
す
る
対
等
な
正
犯
者
で
あ
り
、
い
か
な
る
差
異
も
な
く
、
当
該
犯
罪
の
結
果
を
共
同
正
犯
者
間
で
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

…
…
共
同
正
犯
は
、
全
て
の
関
与
者
を
正
犯
者
に
位
置
づ
け
、
そ
こ
か
ら
、
各
々
が
他
者
の
行
動
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
行
為
に

つ
い
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る28

）」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
の
一
部
で
は
、
犯
罪
遂
行
に
不
可
欠
の
行
為
を
し
た
者
も
正
犯
と
す
る
主
張29

）が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、R

.
G
A
R
-

R
A
U
D

は
、
犯
罪
の
遂
行
に
必
要
不
可
欠
な
行
為
を
実
行
し
た
者
に
正
犯
者
ま
た
は
共
同
正
犯
者
の
資
格
を
認
め
、

他
者
が
殴
打
す
る

間
、
被
害
者
を
動
け
な
い
よ
う
に
す
る
者
、
ま
た
は
、
他
者
が
物
を
盗
取
す
る
間
、
被
害
者
の
注
意
を
そ
ら
す
者
」
を
例
に
挙
げ
る30

）。

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U

も
、
行
為
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
行
為
が
犯
罪
の
成
功
に
必
要
不
可
欠
の
場
合
、
例
え
ば
、

仲
間
が
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン

ド
ウ
に
展
示
さ
れ
た
宝
石
を
奪
取
す
る
間
、
宝
石
商
の
注
意
を
そ
ら
す
者
」
を
共
同
正
犯
者
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
支
持
で
き
な
い
わ
け

で
は
な
い
と
す
る31

）。

Ⅱ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
相
互
共
犯
」
の
理
論

一

判
例
に
よ
る
区
別
基
準
の
変
容

上
述
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
多
数
は
、
共
同
正
犯
と
単
独
正
犯
の
間
に
差
異
を
認
め
ず
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
、
単
独
正
犯
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同
様
、
犯
罪
の
構
成
要
素
の
全
て
を
各
人
が
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
る
。

他
方
、
判
例
は
、
共
同
正
犯
と
共
犯
の
区
別
基
準
を
柔
軟
に
解
し
て
お
り
、
あ
る
と
き
は
、
共
犯
と
す
べ
き
者
に
共
同
正
犯
の
資
格
を
付

与
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
、
逆
に
、
共
同
正
犯
と
す
べ
き
者
を
共
犯
と
擬
律
す
る
。

前
者
に
つ
い
て
、
判
例
は
、

必
然
的
共
同
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
付
け
を
行
い
、
共
犯
を
共
同
正
犯
と
同
視
す
る
。
即
ち
、

犯
罪
を
遂
行

す
る
行
為
に
お
い
て
、
犯
罪
の
正
犯
者
を
援
助
す
る
者
は
、
必
然
的
に
こ
の
犯
罪
の
遂
行
に
共
同
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
者
は
当
該
犯

罪
の
共
同
正
犯
者
に
な
る
。
従
っ
て
、
犯
罪
は
も
は
や
単
独
の
行
為
で
は
な
い32

）」
と
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る33

）。
こ
の
必
然
的
共
同
の
観
念

は
、
共
犯
の
資
格
の
下
で
正
確
に
擬
律
し
た
場
合
に
は
処
罰
を
免
れ
る
行
動
に
つ
き
、
当
該
行
動
を
不
処
罰
の
ま
ま
に
し
な
い
と
い
う
考
慮

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る34

）。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
第
六
〇
条
及
び
新
刑
法
典
第
一
二
一

七
条
の
文
言
及
び
趣
意
に

反
す
る
と
の
批
判
が
強
い35

）。

本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
後
者
の
場
合
、
即
ち
、
共
同
正
犯
を
共
犯
と
解
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
際
に
判
例
が
用
い
る
論
拠
と

さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
相
互
共
犯
（co
m
p
licite

co
resp

ectiv
e

）」
の
理
論36

）で
あ
る
。

二

相
互
共
犯
」
の
理
論

相
互
共
犯
」
の
理
論
と
は
、

あ
る
犯
罪
の
共
同
正
犯
者
は
、
犯
罪
を
遂
行
す
る
行
為
に
お
い
て
、
他
の
犯
罪
者
を
必
然
的
に
援
助
し
て

お
り
、
こ
と
の
成
り
行
き
上
、
そ
の
共
犯
者
と
な
る37

）」
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
①
一
部
の
者
に
存
す
る
加
重
事
情
を
全
共

同
正
犯
者
に
拡
張
す
る
こ
と
、
及
び
、
②
集
団
で
行
わ
れ
る
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
を
共
同
正
犯
者
全
て
に
帰
責
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。

例
え
ば
、
①
に
つ
い
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
の
下
、
二
人
の
共
同
正
犯
者
が
故
殺
を
犯
し
、
そ
の
内
の
一
人
が
被
害
者
の
息
子
で
あ
っ
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た
場
合
、
原
則
通
り
に
考
え
る
と
、
共
同
正
犯
者
は
他
の
共
同
者
の
犯
罪
性
を
借
用
せ
ず
、
一
方
が
尊
属
殺
、
他
方
が
故
殺
と
な
る
が
、
判

例
は
、
親
族
関
係
を
も
た
な
い
共
同
正
犯
者
に
も
尊
属
殺
の
刑
を
科
す
た
め
に
こ
の
者
を
共
犯
者
と
し
た38

）。

②
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
故
意
の
暴
力
行
為
の
場
合39

）で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
集
団
暴
行
の
結
果
被
害
者
が
死
亡
し
た
が
、
致
命

傷
を
与
え
た
の
が
誰
か
分
か
ら
な
い
場
合40

）や
、
集
団
の
各
構
成
員
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
複
数
の
弾
丸
の
標
的
で
あ
る
被
害
者
が
こ
れ
ら
弾

丸
の
う
ち
の
一
つ
の
み
に
当
た
り
傷
害
を
負
っ
た
が
、
そ
の
命
中
し
た
弾
丸
を
発
射
し
た
者
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合41

）が
と
り
わ
け
重
要
で
あ

る
。こ

れ
ら
の
場
合
に
「
相
互
共
犯
」
の
理
論
が
適
用
さ
れ
る
と
、
因
果
関
係
が
推
定
さ
れ
、
全
て
の
関
与
者
に
死
傷
結
果
が
帰
属
さ
れ
る
こ

と
に
な
る42

）。

こ
の
因
果
関
係
の
推
定
に
つ
い
て
、P

U
E
C
H

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

破
毀
院
刑
事
部
は
、
集
団
の
各
構
成
員
が
共
通

の
行
動
に
積
極
的
に
関
与
し
た
と
い
う
条
件
の
下
、
損
害
結
果
が
各
関
与
者
に
不
可
分
的
に
帰
責
さ
れ
る
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
の

要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
、
暴
行
現
場
の
各
関
与
者
は
共
同
正
犯
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
実
際
の
損
害
を
惹
起
し
た
者
の
共
犯

者
と
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
者
の
行
動
が
い
か
な
る
損
害
も
惹
起
し
え
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
よ
り
小
さ
な
損
害
し
か
も
た
ら
し
え
な

か
っ
た
か
を
探
求
す
る
の
は
無
益
で
あ
る43

）」
と
。

相
互
共
犯
」
の
理
論
に
は
、
根
強
い
批
判
が
あ
る
。
ま
ず
、
加
重
事
情
の
拡
張
に
対
し
て
、
罪
名
が
正
犯
者
の
人
格
に
お
い
て
捕
捉
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
以
上
、
二
人
の
正
犯
者
が
い
る
場
合
、
犯
罪
は
二
つ
の
異
な
る
罪
名
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、

父
親
の
故
殺
は
子
供
に
と
っ
て
は
尊
属
殺
と
な
り
、
そ
の
共
同
正
犯
者
に
と
っ
て
は
単
な
る
故
殺
と
な
る
と
の
指
摘44

）が
あ
る
。
ま
た
、

相

互
共
犯
」
の
理
論
に
よ
る
と
、
あ
る
同
一
の
行
為
に
つ
き
、
同
じ
犯
罪
者
に
正
犯
者
と
共
犯
者
と
い
う
異
な
っ
た
二
つ
の
技
術
的
擬
律
が
割

り
当
て
ら
れ
る
と
い
う
点
に
そ
も
そ
も
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
批
判
も
展
開
さ
れ
て
い
る45

）。
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結
論

一
部
実
行
の
全
部
責
任
の
射
程

日
本
で
は
、
一
部
実
行
の
全
部
責
任
は
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
判
例
に
よ
れ
ば
、

刑
法
第
六

十
條
ニ
二
人
以
上
共
同
シ
テ
犯
罪
ヲ
實
行
シ
タ
ル
者
ハ
皆
正
犯
ト
ス
ト
規
定
シ
行
爲
者
各
自
カ
犯
罪
要
素
ノ
一
部
ヲ
實
行
ス
ル
ニ
拘
ラ
ス
其

ノ
實
行
部
分
ニ
應
シ
テ
責
任
ヲ
負

ス
ル
コ
ト
ナ
ク
各
自
犯
罪
全
部
ノ
責
任
ヲ
負
フ
所
以
ハ
共
同
正
犯
カ

獨
正
犯
ト
異
リ
行
爲
者
相
互
間

ニ
意
思
ノ
連
絡
即
共
同
犯
行
ノ
認
識
ア
リ
テ
互
ニ
他
ノ
一
方
ノ
行
爲
ヲ
利
用
シ
全
員
協
力
シ
テ
犯
罪
事
實
ヲ
發
現
セ
シ
ム
ル
ニ
由
ル
然
ル
ニ

若
シ
行
爲
者
間
ニ
意
思
ノ
連
絡
ヲ
缺
カ
ン
カ

令
其
ノ
一
人
カ
他
ノ
者
ト
共
同
犯
行
ノ
意
思
ヲ
以
テ
其
ノ
犯
罪
ニ
參
加
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
全

員
ノ
協
力
ニ
因
リ
テ
犯
罪
事
實
ヲ
實
行
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
サ
ル
カ
故
ニ
共
同
正
犯
ノ
成
立
ヲ
認
ム
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス46

）」
と
述
べ

ら
れ
る
。
学
説
も
、
一
般
的
に
は
、
一
部
実
行
の
全
部
責
任
を
「
各
共
同
者
が
相
互
に
行
為
を
利
用
し
、
全
員
が
協
力
し
一
体
と
な
っ
て
犯

罪
を
実
現
し
た
か
ら
で
あ
る47

）」
等
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
説
明
は
、
Ａ
と
Ｂ
が
Ｏ
か
ら
金
品
を
奪
う
こ
と
に
つ
き
意
思
を
通
じ
て
、
Ａ
が
Ｏ
を
羽
交
い
締
め
に
し
て
い
る
間
に
、
Ｂ
が
Ｏ

の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
財
布
を
奪
取
す
る
よ
う
な
例
に
は
妥
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
問
題
は
、
共
同
発
砲
事
例
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か

で
あ
る
。

こ
の
点
、
学
説
で
は
、
一
部
実
行
の
全
部
責
任
を
心
理
的
因
果
性
の
点
か
ら
説
明
す
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、

Ａ
と
Ｂ
と
が
、
Ｘ
を

殺
そ
う
と
い
う
共
同
の
意
思
で
、
各
自
Ｘ
に
む
か
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
発
射
し
、
Ａ
の
弾
丸
が
あ
た
っ
て
Ｘ
は
死
ん
だ
が
、
Ｂ
の
弾
丸
は
あ
た

ら
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
Ａ
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
も
Ｘ
の
死
に
対
し
て
既
遂
の
責
任
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
Ｘ
に
あ
た
っ

た
弾
丸
が
Ａ
が
発
射
し
た
も
の
か
Ｂ
が
発
射
し
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
Ａ
、
Ｂ
と
も
に
Ｘ
の
死
に
つ
い
て
既
遂
の
責
任
を
負

う
。
…
…
で
は
な
ぜ
、
自
分
の
弾
丸
が
あ
た
ら
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
Ｂ
は
Ｘ
の
死
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
か
。
そ
れ
は
、
一
見
自
己
の

行
為
と
因
果
関
係
の
な
い
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
Ｂ
が
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
、
Ｂ
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が
Ａ
の
心
理
を
通
じ
て
そ
の
行
為
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
行
為
お
よ
び
結
果
に
対
し
て
因
果
関
係
を
及
ぼ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
共
同
正
犯

は
、
自
ら
実
行
行
為
を
行
う
と
同
時
に
、
他
の
共
同
正
犯
の
実
行
を
教
唆
ま
た
は
精
神
的
に
幇
助
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
共
同
加
功
の
意

思
と
は
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
を
い
う
こ
と
に
な
る48

）」
と
さ
れ
る49

）。

こ
の
説
明
に
対
し
て
は
、

な
ぜ
そ
れ
が
全
体
と
し
て
『
正
犯
』
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
の
こ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る50

）」

と
の
指
摘
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り51

）、
や
は
り
、
い
か
に
し
て
双
方
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
か
が
鍵
と
な
ろ
う52

）。

他
方
で
、
物
理
的
因
果
性
な
い
し
心
理
的
因
果
性
の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
よ
る
結
果
発
生
の
危
険
性
の
増
大
を
一
部
実
行
の
全
部
責
任
の
根

拠
と
す
る
見
解
、
即
ち
、

共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
（
共
同
正
犯
者
）
に
一
部
実
行
の
全
体
責
任
の
効
果
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る

の
は
、
基
本
的
に
は
、
物
理
的
共
同
な
い
し
、
共
同
正
犯
者
相
互
に
教
唆
な
い
し
心
理
的
幇
助
を
行
っ
て
心
理
的
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
、
結

果
発
生
の
蓋
然
性
を
高
め
る
か
ら
で
あ
る53

）」
と
の
主
張54

）も
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

危
険
を
高
め
た
こ
と
に
対
す
る
重
要
な
寄
与
だ
け
で
は
未
遂
犯
の
正
犯
性
を
認
め
う
る
に
と
ど
ま
り
、
既
遂
犯

の
正
犯
と
す
る
た
め
に
は
既
遂
結
果
に
対
す
る
重
要
な
寄
与
が
必
要
で
は
な
い
か55

）」
と
疑
問
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
結
果
発
生
の
危
険
性
の
増

大
も
双
方
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
の
に
は
十
分
で
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
、
一
部
実
行
の
全
部
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
と
り
わ
け
共
同
発
砲
事
例
に
お
い
て
、
心
理
的
因
果
性
を

根
拠
に
双
方
が
正
犯
性
を
獲
得
す
る
と
の
論
証
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
責
任
主
義
に
基
づ
き
、
個
別
行
為
責
任

を
貫
徹
す
る
な
ら
ば
、
共
同
発
砲
事
例
で
、
自
ら
の
弾
丸
が
命
中
し
な
か
っ
た
者
（
な
い
し
は
自
ら
の
弾
丸
が
命
中
し
た
か
ど
う
か
不
明
の

者
）
に
既
遂
結
果
を
帰
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
い
か
に
心
理
的
因
果
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
共
犯

を
基
礎
づ
け
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る56

）。
そ
の
意
味
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
判
例
に
お
け
る
相
互
共
犯
の
理
論
に
向
け
ら
れ
た
批

判
、
即
ち
、

同
じ
犯
罪
者
に
正
犯
者
と
共
犯
者
と
い
う
異
な
っ
た
二
つ
の
技
術
的
擬
律
が
割
り
当
て
ら
れ
る
」
と
い
う
問
題
点
は
、
こ
こ

で
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
共
同
正
犯
の
場
合
は
単
独
正
犯
の
場
合
よ
り
結
果
発
生
の
危
険
性
が
増
大
し
て
い
る
と
す
る
主
張
も
、
確
か
に
、
単
独
正
犯
と
共

同
正
犯
を
比
べ
れ
ば
正
し
い
部
分
を
含
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
犯
と
共
同
正
犯
の
違
い
は
共
同
加
功
の
意
思

の
有
無
で
あ
り
、
共
同
正
犯
の
場
合
と
全
く
行
為
事
情
及
び
行
為
態
様
を
同
じ
く
す
る
同
時
犯
と
の
対
比
に
お
い
て
、
共
同
正
犯
の
方
が
結

果
発
生
の
危
険
性
が
高
い
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
。

上
述
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
共
同
正
犯
の
規
定
は
存
在
せ
ず
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
を
構
成

す
る
全
て
の
要
素
を
自
ら
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
強
調
し
、
共
同
正
犯
と
正
犯
の
間
に

何
ら
差
異
を
認
め
な
い
学
説
の
態
度
は
一
貫
し
て
い
る
。

日
本
に
は
、
刑
法
第
六
〇
条
の
規
定
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
本
条
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
実

行
行
為
分
担
型
の
共
同
正
犯
で
あ
り
、
共
同
発
砲
事
例
に
お
け
る
因
果
関
係
の
推
定
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

も
っ
と
も
、
共
同
発
砲
事
例
に
お
け
る
正
犯
性
の
論
証
の
困
難
性57

）に
着
想
を
え
た
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
同
時
傷
害
の
特
例
（
刑
法
第
二

〇
七
条
）
の
解
釈
に
も
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
同
規
定
の
存
在
理
由
及
び
合
理
性
の
検
討
と
併

せ
て
、
後
日
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

１
）

明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案
の
共
同
正
犯
規
定
を
め
ぐ
る
審
議
（
第
一
六
回
貴
族
院
特
別
委
員
會
）
に
お
い
て
、

相
談
ハ
シ
タ
ケ
レ
ト
モ
實
行
ノ
際

ニ
ハ
其
場
ニ
居
ナ
カ
ツ
タ
ト
カ
或
ハ
自
分
テ
行
爲
ヲ
爲
サ
ナ
カ
ツ
タ
ト
カ
云
フ
者
ハ
此
刑
法
ニ
據
ル
ト
ト
ウ
ナ
ル
ノ
テ
ア
ル
カ
、
何
カ
ニ
問
ハ
レ
ル
ノ
テ

ア
ル
カ
、
問
ハ
レ
ヌ
ノ
テ
ア
ル
カ
、
ソ
レ
ヲ
一
ツ
伺
ヒ
マ
ス
」
と
す
る
菊
池
武
夫
の
質
問
に
対
し
、
政
府
委
員
の
石
渡
敏
一
は
、

數
人
集
ツ
テ
犯
罪
ヲ

行
ハ
ン
ト
相
談
ヲ
シ
テ
其
中
ノ
一
人
タ
ケ
カ
犯
罪
ヲ
實
行
シ
タ
、

リ
ノ
者
ノ
處
分
ノ
御
質
問
ト
察
シ
マ
シ
タ
カ
、
其

リ
ノ
者
カ
教
唆
ニ
ナ
ル
若
ク
ハ

從
犯
ニ
當
ル
ト
云
フ
ナ
ラ
ハ
四
十
三
﹇
七
十
三
﹈
條
四
十
四
﹇
七
十
四
﹈
條
テ
罰
シ
マ
ス
、
之
ニ
モ
當
テ
﹇
ラ
﹈
ヌ
ト
ナ
ル
ナ
ラ
ハ
罰
シ
ナ
イ
積
リ
テ
ア

リ
マ
ス
」
と
答
弁
し
て
い
る
（
倉
富
勇
三
郎
他
編
『
刑
法
沿
革
綜
覧
〔
増
補
復
刻
版
〕』

信
山
社
、
一
九
九
〇
年
）
九
二
五
頁
）。
ち
な
み
に
、
明
治
三
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五
年
刑
法
改
正
案
の
共
同
正
犯
規
定
（
第
七
二
条
）
は
、
現
行
規
定
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、

二
人
以
上
共
同
シ
テ
犯
罪
ヲ
實
行
シ
タ
ル
者
ハ
皆
正
犯
ト
ス
」

と
定
め
て
い
る
。
な
お
、
明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案
第
七
三
条
及
び
第
七
四
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
七
三
条

①
人
ヲ
教
唆
シ
テ
犯
罪
ヲ
實

行
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
正
犯
ニ
準
ス
、
②
教
唆
者
ヲ
教
唆
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」、

第
七
四
条

①
正
犯
ヲ
幇
助
シ
タ
ル
者
ハ
從
犯
ト
ス
、
②
從
犯
ヲ
教
唆
シ

タ
ル
者
ハ
從
犯
ニ
準
ス
」。

２
）

現
在
で
も
、
共
謀
共
同
正
犯
否
定
説
は
少
数
な
が
ら
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
〔
補
正
版
〕』

成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）

四
一
八
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕』

弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
二
五
五
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
四
版
〕』

成
文
堂
、
二
〇

〇
九
年
）
二
七
五
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』

成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
九
三
六
頁
他
）。

３
）

村
上
光
鵄
「
第
六
〇
条
（
共
同
正
犯
）」
大
塚
仁
他
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
〔
第
二
版
〕
第
五
巻
（
第
六
〇
条
〜
第
七
二
条
）』

青
林
書
院
、

一
九
九
九
年
）
一
〇
〇
頁
他
参
照
。

４
）

こ
の
点
、
島
田
聡
一
郎
「
第
六
〇
条
（
共
同
正
犯
）」
西
田
典
之
他
編
『
注
釈
刑
法
第
一
巻
｜
総
論
（
第
一
条
〜
第
七
二
条
）』

有
斐
閣
、
二
〇
一

〇
年
）
八
一
二
頁
は
、
Ａ
と
Ｂ
が
Ｃ
を
殺
害
す
る
計
画
を
立
て
、
二
人
で
Ｃ
に
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
銃
撃
し
た
が
、
Ｂ
の
弾
は
外
れ
て
Ａ
の
弾
の
み
が
命
中

し
Ｃ
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
Ｂ
が
殺
人
既
遂
の
共
同
正
犯
の
罪
責
を
負
う
こ
と
に
関
し
て
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
一
部
行
為
の
全
部
責
任
、

と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
Ｂ
は
あ
く
ま
で
自
分
の
行
っ
た
Ａ
の
行
為
促
進
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
表

現
は
、
実
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
」
と
す
る
。

５
）

こ
れ
に
関
連
し
て
、
宮
城
浩
藏
『
刑
法
正
義
（
創
立
百
周
年
記
念
学
術
叢
書
第
四
巻
）』

明
治
大
学
、
一
九
八
四
年
）
三
一
三

三
一
四
頁
は
、
旧

刑
法
第
一
〇
四
条
（
後
掲
注

７
）参
照
）
の
解
釈
に
お
い
て
、

皮
相
上
よ
り
し
て
本
条
を
観
察
す
れ
ば
甚
だ
奇
怪
の
感
を
起
さ
ざ
る
を
得
ず
。
本
条
の

規
定
に
よ
れ
ば
数
人
の
正
犯
は
各
自
に
其
刑
を
科
せ
ら
る
る
と
雖
も
、
元
と
数
人
に
し
て
一
罪
を
分
担
し
た
る
者
な
れ
ば
其
罪
た
る
数
人
の
間
に
分
別
せ

ら
れ
、
従
ひ
て
其
受
く
べ
き
刑
も
亦
分
別
し
て
科
せ
ら
れ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
…
…
夫
れ
人
の
罪
を
犯
す
や
仮
令
数
人
一
致
す
る
も
、
其
社
会
を

害
し
道
徳
に
背
く
の
点
に
至
り
て
は
各
々
其
責
に
当
た
ら
ざ
る
を
得
ず
。
是
れ
各
自
に
其
刑
を
科
せ
ら
る
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

６
）

従
来
、
共
同
正
犯
論
の
中
心
は
、
共
同
正
犯
者
間
で
何
を
共
同
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
下
村
康
正
「
共
同
正
犯
」
日
本
刑
法

学
会
編
『
刑
法
講
座

第
四
巻
』

有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）
九
〇

九
一
頁
で
は
、
共
同
正
犯
そ
の
も
の
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
共
犯
理
論
と

の
関
係
で
は
、
行
為
共
同
説
、
犯
罪
共
同
説
、
共
同
意
思
主
体
説
と
の
関
連
と
さ
れ
、
そ
れ
が
成
立
要
件
の
問
題
等
に
も
関
係
し
て
く
る
と
さ
れ
て
い

る
。

７
）

旧
刑
法
第
一
〇
四
条
「
二
人
以
上
現
ニ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
皆
正
犯
ト
爲
シ
各
自
ニ
其
刑
ヲ
科
ス
」。

８
）

刑
法
改
正
政
府
提
出
案
理
由
書
で
は
、
第
六
〇
条
の
提
案
理
由
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
條
ハ
現
行
法
第
百
四
條
ノ
規
定
ト
同

一
ニ
シ
テ
唯
文
字
ヲ
修
正
シ
タ
ル
ニ
止
マ
ル
現
行
法
ハ
現
ニ
ナ
ル
文
字
ヲ
以
テ
實
行
正
犯
ノ
意
義
ヲ
明
ニ
シ
タ
レ
ト
モ
其
意
義
多
少
狹
キ
ニ
失
ス
ル
嫌
ナ
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キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
修
正
シ
テ
共
同
シ
テ
ナ
ル
文
字
ヲ
用
ヒ
タ
リ
現
行
法
ハ
又
各
自
ニ
其
刑
ヲ
科
ス
ト
規
定
ス
レ
ト
モ
既
ニ
法
律
ニ
於
テ
皆
正
犯

ト
ス
ト
規
定
シ
タ
ル
上
ハ
各
自
正
犯
ト
シ
テ
其
刑
ヲ
科
セ
ラ
ル
コ
ト
ハ
明
文
ヲ
要
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
改
正
案
ハ
此
一
句
ヲ

除
セ
リ
」

倉
富
他
編
・
前
掲
注

１
）二
一
五
四
頁
）。

９
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
は
共
同
正
犯
規
定
を
も
た
ず
、
新
刑
法
典
に
お
い
て
も
同
規
定
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、B

O
U
L
O
C
,
B
ern

a
rd
,

D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
22

ed
.,
2011,

p
p
.273-274

は
、

一
部
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
の
に
反
し
、
新
刑
法
典
は
、
犯
罪
の
全
て
の
要
素

を
各
々
が
充
足
す
る
関
与
者
の
複
数
性
か
ら
常
に
導
か
れ
る
、
共
同
正
犯
の
概
念
を
展
開
し
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

10
）

G
U
L
P
H
E
,
P
ierre,

L
a d

istin
ctio

n en
tre co

a
u
teu

rs et co
m
p
lices,

R
S
C
,
1948,

p
.675

参
照
。

11
）

フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
犯
罪
性
借
用
説
に
関
し
て
は
、
井
上
宜
裕
「
犯
罪
性
借
用
説
と
責
任
主
義
」
清
和
法
学
研
究
一
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
三

年
）
四
九
頁
以
下
、
及
び
、
同
「
犯
罪
性
の
借
用
と
共
犯
の
因
果
性
に
関
す
る
一
考
察
」
清
和
研
究
論
集
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
九
頁
以
下
参

照
。

12
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
に
お
け
る
共
犯
の
定
義
規
定
は
以
下
の
と
お
り
。
第
六
〇
条
「
①
贈
与
、
約
束
、
脅
迫
、
権
力
も
し
く
は
権
限
の
濫
用
ま
た
は

不
法
の
策
略
も
し
く
は
詐
術
を
も
っ
て
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
に
あ
た
る
行
為
を
教
唆
し
、
ま
た
は
、
そ
の
実
行
の
指
示
を
与
え
た
者
は
、
そ
の
重
罪
ま
た

は
軽
罪
の
共
犯
と
し
て
処
断
す
る
。
②
用
途
を
知
っ
て
、
犯
行
に
供
す
る
武
器
、
器
具
ま
た
は
そ
の
他
一
切
の
手
段
を
提
供
し
た
者
も
同
様
で
あ
る
。
③

情
を
知
っ
て
、
犯
行
を
準
備
し
も
し
く
は
容
易
に
し
ま
た
は
犯
行
を
遂
げ
さ
せ
た
行
為
を
し
て
、
犯
人
を
幇
助
ま
た
は
援
助
し
た
者
も
同
様
で
あ
る
。
但

し
、
国
家
の
安
全
を
害
す
る
陰
謀
ま
た
は
教
唆
の
犯
人
に
対
し
て
本
法
が
特
に
刑
を
定
め
る
場
合
、
及
び
、
陰
謀
者
ま
た
は
教
唆
者
が
目
的
と
し
た
重
罪

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」。

13
）

新
刑
法
典
第
一
二
一

七
条
「
①
情
を
知
り
つ
つ
、
幇
助
ま
た
は
援
助
に
よ
っ
て
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
準
備
ま
た
は
遂
行
を
容
易
に
し
た
者
は
、
そ

の
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
共
犯
者
で
あ
る
。
②
贈
与
、
約
束
、
脅
迫
、
命
令
、
も
し
く
は
、
権
力
も
し
く
は
権
限
の
濫
用
に
よ
っ
て
犯
罪
を
教
唆
し
、
ま
た

は
、
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
に
指
示
を
与
え
た
者
は
、
同
様
に
共
犯
者
で
あ
る
」、
同
第
Ｒ
・
六
一
〇

二
条
「
第
一
二
一

七
条
第
二
項
の
意
味
に
お
け
る

違
警
罪
の
共
犯
者
は
、
第
一
二
一

六
条
に
従
っ
て
処
罰
さ
れ
る
」。

14
）

井
上
・
前
掲
注

11
）
犯
罪
性
借
用
説
と
責
任
主
義
」
六
一
頁
以
下
参
照
。

15
）

フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
井
上
宜
裕
「
正
犯
と
共
犯
の
区
別
」
清
和
法
学
研
究
一
一
号
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）

四
三
頁
以
下
参
照
。

16
）

井
上
・
前
掲
注

15
）四
九

五
〇
頁
。

17
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
制
定
当
初
は
、
第
三
八
一
条
第
一
項
第
二
号
で
盗
罪
の
加
重
事
情
と
し
て
、

盗
罪
が
二
人
以
上
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場

合
」
と
さ
れ
て
い
た
。
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18
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
第
三
八
〇
条
「
①
次
の
盗
罪
に
つ
い
て
は
、
民
事
賠
償
の
み
が
課
さ
れ
う
る
。
一

夫
が
妻
に
対
し
、
妻
が
夫
に
対
し
、
ま
た

は
、
寡
夫
も
し
く
は
寡
婦
が
そ
の
死
亡
し
た
配
偶
者
に
属
す
る
物
に
対
し
て
行
っ
た
場
合
、
二

子
そ
の
他
の
卑
属
が
父
母
そ
の
他
の
尊
属
に
対
し
、
ま

た
は
、
父
母
そ
の
他
の
尊
属
が
子
そ
の
他
の
卑
属
に
対
し
て
行
っ
た
場
合
、
三

上
記
と
同
一
親
等
の
姻
族
が
行
っ
た
場
合
。
但
し
、
夫
婦
が
婚
姻
中

で
、
別
居
の
許
可
を
得
て
い
る
期
間
以
外
に
盗
罪
が
な
さ
れ
た
場
合
に
限
る
」、
新
刑
法
典
第
三
一
一

一
二
条
「
単
独
犯
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
盗
罪
は
、

刑
事
訴
追
を
受
け
な
い
。
一

自
己
の
尊
属
ま
た
は
卑
属
を
害
す
る
と
き
、
二

自
己
の
配
偶
者
を
害
す
る
と
き
。
但
し
、
別
居
し
ま
た
は
別
居
が
許
可

さ
れ
た
配
偶
者
に
対
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」。

19
）

例
え
ば
、
未
遂
の
段
階
で
、
正
犯
者
に
よ
る
任
意
の
中
止
が
行
わ
れ
た
場
合
が
こ
れ
に
当
た
る
（C

rim
.
19
 
a
v
ril
 
1945,

S
.
1945.1.82

）。

M
E
R
L
E
,
R
o
g
er,

V
IT
U
,
A
n
d
re,

T
ra
ite

d
e d

ro
it crim

in
el,

T
o
m
e 1,

7
ed
.,
1997,

p
.698

も
参
照
。

20
）

B
O
U
L
O
C
,
o
p
.cit.

(n
o
te 9),

p
.274;

D
E
S
P
O
R
T
E
S
,
F
red

eric,
L
E G

U
N
E
H
E
C
,
F
ra
n
cis,

D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
16

ed
.,
2009,

p
.536;

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
.695

参
照
。

21
）

注

13
）参
照
。

22
）

一
九
八
三
年
以
降
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
第
三
八
二
条
第
二
項
は
、

さ
ら
に
、
夜
間
、
ま
た
は
、
各
々
共
同
正
犯
者
も
し
く
は
共
犯
者
の
資
格
を

有
す
る
二
人
以
上
の
者
に
よ
っ
て
盗
罪
が
行
わ
れ
る
場
合
、
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
る
」
と
さ
れ
、
共
犯
者
の
存
在
も
加
重
事
情
と
し
て
明
文

化
さ
れ
た
。
新
刑
法
典
第
三
一
一

四
条
も
、

①
次
に
掲
げ
る
場
合
、
五
年
の
拘
禁
刑
及
び
七
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
。
一

盗
罪
が
、

組
織
集
団
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
、
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
と
し
て
行
動
す
る
複
数
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
」
と
定
め
て
、
共
犯
の
存
在
を
加
重
事

情
と
す
る
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。

23
）

D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
L
E
 
G
U
N
E
H
E
C
,
o
p
.cit.

(n
o
te 20),

p
p
.253,

537;
JE
A
N
D
ID
IE
R
,
W
ilfrid

,
D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
2
ed
.,
1991,

p
.

218;
L
A
R
G
U
IE
R
,
Jea

n
,
D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
15

ed
.,
1995,

p
.80;

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
p
.1000

1001 etc.

な
お
、
井

上
宜
裕
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る“p

ein
e ju

stifiee”
の
理
論
に
関
す
る
一
考
察
」
清
和
研
究
論
集
一
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
七
頁
以
下
参

照
。

24
）

G
U
L
P
H
E
,
o
p
.cit.

(n
o
te 10),

p
.666.

25
）

B
O
U
L
O
C
,
o
p
.cit.

(n
o
te 9),

p
.274.

26
）

P
U
E
C
H
,
M
a
rc,

D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
1988,

p
p
.380

381.

27
）

V
O
U
IN
,
R
o
b
ert,

M
a
n
u
el d

e d
ro
it crim

in
el,

1949,
p
.214.

28
）

M
A
Y
A
U
D
,
Y
v
es,

D
ro
it p

en
a
l g
en
era

l,
5
ed
.,
2015,

p
p
.442

443.

29
）

ち
な
み
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
も
こ
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
共
同
正
犯
規
定
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
一
七
条

（法政研究82-２･３- ）14 270

論 説



「
二
人
以
上
の
者
が
、
全
員
一
致
で
、
重
罪
、
軽
罪
も
し
く
は
違
警
罪
の
実
行
そ
れ
自
体
に
、
ま
た
は
、
上
述
の
実
行
に
伴
う
不
可
欠
の
行
為
に
、
直
接

的
に
関
与
し
た
場
合
、
各
正
犯
者
は
、
当
該
犯
罪
の
通
常
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。
但
し
、
法
律
が
行
為
者
の
複
数
性
を
理
由
に
刑
を
加
重
す
る
場
合
は
こ

の
限
り
で
な
く
、
正
犯
者
の
一
人
の
一
身
的
事
情
か
ら
生
じ
る
刑
の
加
重
、
軽
減
ま
た
は
免
除
も
害
さ
れ
な
い
」

B
O
IS
S
O
N
A
D
E
,
G
v
e.,

P
ro
jet

 
rev

ise
d
e C

o
d
e p

en
a
l p
o
u
r L

’em
p
ire d

u Ja
p
o
n a

cco
m
p
a
g
n
e
d
’u
n co

m
m
en
ta
ire,

1886,
p
.369

）。
な
お
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
本
条
の
注

釈
に
お
い
て
、
共
同
正
犯
の
例
と
し
て
、
他
の
者
が
被
害
者
を
殴
打
す
る
間
、
そ
の
被
害
者
を
押
さ
え
つ
け
る
行
為
や
、
侵
入
盗
を
援
助
す
る
た
め
、
扉

や
塀
を
破
壊
す
る
行
為
、
ま
た
、
他
の
者
が
盗
を
行
う
間
、
被
害
者
に
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
る
行
為
を
挙
げ
て
い
る
（B

O
IS
S
O
N
A
D
E
,
o
p
.cit.,

p
.

378

）。

30
）

G
A
R
R
A
U
D
,
R
.,
T
ra
ite

th
eo
riq
u
e et p

ra
tiq
u
e d

u d
ro
it p

en
a
l fra

n
ça
is,
T
o
m
e 3,

3
ed
.,
1916,

p
p
.124

127.

31
）

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
.699 et

(n
o
te 1).

32
）

C
rim

.
24 a

o
u
t 1827,

B
.
n
224 etc.

33
）

ま
た
、
判
例
は
、
共
同
正
犯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

共
犯
行
為
の
中
で
、
行
為
に
外
在
的
で
、
当
該
行
為
の
遂
行
を
準
備
し
、

容
易
に
し
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
行
為
と
、
行
動
の
同
時
性
及
び
相
互
的
援
助
に
よ
っ
て
、
当
該
行
為
の
遂
行
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
行
為
を
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
行
為
に
つ
き
有
責
な
者
は
、
当
該
犯
罪
の
共
犯
者
で
は
な
く
共
同
正
犯
者
で
あ
る
」

C
rim

.
17
 
d
ec.

1859,
D
.
1860.1.

196

）。

34
）

M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
.698 etc.

参
照
。

35
）

D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
L
E
 
G
U
N
E
H
E
C
,
o
p
.cit.

(n
o
te 20),

p
.536 etc.

36
）

B
O
U
L
O
C
,
o
p
.cit.

(n
o
te 9),

p
.274;

G
U
L
P
H
E
,
o
p
.cit.

(n
o
te 10),

p
.691;

M
A
Y
A
U
D
,
o
p
.cit.

(n
o
te 28),

p
.443

参
照
。
な
お
、
井
上
・

前
掲
注

15
）五
二

五
三
頁
参
照
。

37
）

C
rim

.
9 ju

in 1848,
B
.
n
178.

38
）

C
rim

.
9 ju

in 1848,
o
p
.cit.

ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
第
二
九
九
条
は
、

嫡
父
母
、
非
嫡
父
母
も
し
く
は
養
父
母
、
ま
た
は
、
そ
の
他
正
嫡
の
尊
属
に

対
す
る
故
殺
は
、
尊
属
殺
と
す
る
」
と
定
め
、
尊
属
殺
は
、
同
第
三
〇
二
条
で
無
期
懲
役
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
身
分
犯
の
共
犯

に
つ
い
て
は
、
井
上
・
前
掲
注

11
）「
犯
罪
性
借
用
説
と
責
任
主
義
」
五
四
頁
以
下
参
照
。

39
）

他
方
、
過
失
傷
害
の
場
合
、
破
毀
院
は
、
被
告
人
ら
は
、

皆
、
本
質
的
に
危
険
な
行
動
に
関
与
し
、
彼
ら
の
共
同
過
失
（leu

r
 
co
m
m
u
n
e
 
im
-

p
ru
d
en
ce

）
に
よ
っ
て
重
大
な
危
険
を
創
出
し
た
」
以
上
、
刑
事
上
及
び
民
事
上
、
損
害
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（C

rim
.
7

 
m
a
rs 1968,

B
.
n
81

）。M
E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
.705

、
及
び
、P

U
E
C
H
,
o
p
.cit.

(n
o
te 26),

p
.384

参
照
。

40
）

C
rim

.
23 m

a
rs 1953,

B
.
n
103;

C
rim

.
14 d

ec.
1954,

B
.
n
566;

C
rim

.
22 m

a
i 1957,

B
.
n
436 etc.

な
お
、P

U
E
C
H
,
o
p
.cit.

(n
o
te
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26),
p
.384

参
照
。

41
）

そ
の
際
、
破
毀
院
は
、

事
実
は
た
だ
一
つ
で
あ
っ
て
も
、
各
被
告
人
は
弾
丸
の
発
射
に
積
極
的
か
つ
個
人
的
に
関
与
し
た
以
上
、
こ
の
事
実
の
物

的
・
客
観
的
帰
結
か
ら
生
じ
る
、
刑
罰
加
重
事
情
な
い
し
は
擬
律
が
、
必
然
的
に
、
全
て
の
共
同
正
犯
者
に
適
用
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
（C

rim
.
14

 
d
ec.

1955,
B
.
n

566;
C
rim

.
26 ju

in 1956,
B
.
n
484;

C
rim

.
12 o

ct.
1961,

B
.
n
399 etc.

）。

42
）

な
お
、M

E
R
L
E
＝
V
IT
U
,
o
p
.cit.

(n
o
te 19),

p
p
.704

705

、
及
び
、P
U
E
C
H
,
o
p
.cit.

(n
o
te 26),

p
.384

参
照
。

43
）

P
U
E
C
H
,
o
p
.cit.

(n
o
te 26),

p
.383

384.

44
）

G
A
R
R
A
U
D
,
R
.,
o
p
.cit.

(n
o
te 30),

p
.177.

45
）

P
U
E
C
H
,
o
p
.cit.

(n
o
te 26),

p
.383.

46
）

大
判
大
一
一
・
二
・
二
五
刑
集
一
巻
七
九
頁
。

47
）

大
塚
仁
編
『
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
８
｜
刑
法
Ⅰ
（
総
則
）〔
増
補
版
〕』

三
省
堂
、
一
九
八
二
年
）
五
六
一
頁
（
岡
野
光
雄
）
他
。

48
）

平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』

有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
）
三
八
一
頁
。

49
）

松
宮
・
前
掲
注

２
）二
六
六
頁
も
、

心
理
的
な
も
の
も
含
め
て
、
因
果
性
が
全
部
責
任
の
根
拠
」
と
す
る
。

50
）

中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』

成
文
堂
、
一
九
八
二
年
）
四
五
五
頁
。

51
）

浅
田
・
前
掲
注

２
）四
一
三
頁
は
、

共
同
正
犯
者
が
他
人
の
行
為
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
共
同
正
犯
が
共
犯
の
一
種
で
あ
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
共
同
正
犯
の
共
犯
性
）。
他
方
、
共
同
正
犯
は
、
各
人
が
実
行
行
為
の
一
部
を
分
担
し
、
関
与
者
全
体
で
実
行
行
為
の
全
部
を

行
う
と
い
う
点
で
、
正
犯
の
一
種
で
も
あ
る
（
共
同
正
犯
の
正
犯
性
）。
こ
の
よ
う
な
共
同
正
犯
の
二
重
の
性
格
が
『
一
部
行
為
の
全
部
責
任
』
を
認
め

る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
が
、
こ
の
説
明
は
共
同
発
砲
事
例
に
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』

成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
四
二
七
頁
も
、

他
人
の
行
為
・
結
果
に
対
し
て
自
己
の
行
為
が
『
共
同
正
犯
』
と

し
て
帰
属
さ
れ
る
根
拠
は
、
自
己
の
行
為
と
犯
罪
結
果
全
体
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
点
だ
け
（
こ
れ
だ
け
を
根
拠
と
す
る
の
が
因
果
的
結
果

帰
属
論
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
で
は
な
く
、
他
人
の
行
為
が
自
己
の
行
為
と
し
て
相
互
的
に
帰
属
さ
れ
る
点
に
も
あ
る
」
と
す
る
が
、
こ
の
こ
と
が

共
同
発
砲
事
例
に
お
い
て
双
方
に
正
犯
性
を
肯
定
す
る
論
拠
に
な
り
う
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

52
）

共
同
正
犯
の
本
質
と
し
て
、
心
理
的
因
果
性
の
み
な
ら
ず
、
各
関
与
者
の
正
犯
性
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』

東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
一
〇

四
一
一
頁
。
ま
た
、
松
原
芳
博
『
刑
法
総
論
』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
五
〇

三
五
一
頁
は
、

共
同
正
犯

で
は
、

心
理
的
）
因
果
性
に
よ
っ
て
帰
責
範
囲
が
拡
張
さ
れ
（
帰
責
拡
張
機
能
）、
利
用
補
充
関
係
に
よ
っ
て
各
寄
与
が
一
つ
の
犯
罪
事
実
に
統
合
さ
れ

（
結
合
機
能
）、

緩
和
さ
れ
た
）
行
為
支
配
に
よ
っ
て
正
犯
性
が
付
与
さ
れ
る
（
正
犯
性
付
与
機
能
）
の
で
あ
っ
て
、『
一
部
行
為
全
部
責
任
』
と
い
う
効

果
は
、
こ
の
三
者
に
よ
っ
て
重・
畳・
的・
に・
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
と
す
る
。
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53
）

前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
五
版
〕』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
四
七
九
頁
。
ま
た
、
同
書
第
六
版
（
二
〇
一
五
年
）
三
二
六
頁
参

照
。

54
）

な
お
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
下
）
Ⅱ
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
三
六
五

一
三
六
六
頁
は
、

共
同
正
犯
で
い
わ
ゆ
る
『
一
部
実
行
の

全
部
責
任
』
を
問
わ
れ
る
の
は
、
共
同
実
行
と
い
う
、
単
独
正
犯
よ
り
も
類
型
的
に
危
険
な
犯
行
形
態
に
お
い
て
、
各
人
の
構
成
要
件
実
現
行
為
が
そ
の

物
理
的
因
果
性
な
い
し
心
理
的
因
果
性
に
よ
り
、
犯
罪
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
と
い
え
る
ほ
ど
十
分
な
因
果
的
寄
与
を
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
結

果
を
共
同
し
て
惹
起
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。

55
）

松
原
・
前
掲
注

52
）三
五
一
頁
。

56
）

共
同
正
犯
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
各
行
為
者
は
自
身
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
個
人
責
任
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
と
の
主
張
（
村
上
・
前
掲
注

３
）一
〇
一
頁
他
）
も
あ
る
。
し
か
し
、

個
人
責
任
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
各
人
は
み
ず
か
ら
の
行
為
に
基
づ
き
生
ぜ

し
め
た
結
果
に
か
ぎ
り
刑
事
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
が
、
共
同
正
犯
の
規
定
は
、
共
同
実
行
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
、
他
人
の
し
た
行
為
の
結
果
に
つ
い

て
も
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
点
で
、
一
種
の
共
同
責
任
（
団
体
責
任
）
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
」

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』

弘
文
堂
、
一
九
七

五
年
）
二
八
三
頁
）
と
の
指
摘
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

57
）

中
山
・
前
掲
注

50
）四
五
四

四
五
五
頁
は
、
共
同
発
砲
事
例
に
お
い
て
双
方
に
正
犯
性
を
肯
定
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
指
摘
し
た
上
で
、

そ
こ
に

単
独
正
犯
か
ら
の
修
正
の
限
度
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
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